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第四に、上記Ⅳの２で提言したように、受入れ団体についても、実習が

適正に行われることを補完し、監理する役割を担うため、受入れ企業に対

する実習の適正実施に係る指導等を行うことが求められる。 
 

最後に、制度の適正化のためには、上記のように、ＪＩＴＣＯをはじめ

とする関係機関が各々の役割を適切に果たすとともに、これらの機関及び

出入国管理機関が相互に連携し、重層的に監視していく体制づくりが重要

である。そのため、ＪＩＴＣＯによる巡回指導の結果等、受入れ企業・受

入れ団体の情報の共有化を進め、緊密な連携体制を構築することにより、

制度の適正化を図っていくべきである。 

 

Ⅴ 我が国の産業構造等の問題 

研修・技能実習制度は、その名のとおり、途上国への技術移転を目的と 

した制度であるが、雇用関係のもとに実習労働に携わることから、他方で、 

受入れ産業、企業の労働力ニーズに応えている実態もある。 

受け入れている産業・企業の受入れ動機は様々であるが、少なくとも団 

体監理型については、背景として、産業構造上の問題や労働条件・環境の 

状況から、日本人従業員を十分に採用できない実態が存在している。 

こうした背景のもとで、専ら人件費の削減を目的として研修生・実習生 

を低賃金労働者として悪用する企業や、安い労働力を供給することを売り 

物として、営利を目的として高額な管理費等を徴収するあっせん機関も存

在している。 

また、こうした一部の悪質な事例を除いても、事業の高度化や労働環境

の改善努力を怠り、安易に研修生・実習生に頼っているケースや、そもそ

も産業構造上、日本人が望む賃金水準を支払う経営基盤がなく、やむをえ

ず研修生・実習生を労働力として活用し、事業活動を維持しているケース

も少なくない。 

今後、国内産業の益々の高度化が必要となる中で、少子化による若年世

代の減少や高学歴化が進むことが予想され、上記のような産業・企業の矛

盾は一層深まることが懸念される。 

したがって、今後の研修・技能実習制度のあり方を考える場合、上記で

述べてきた制度の見直しを進めるだけでは根本的な解決にならない可能性

があり、今後、背景となっている我が国の経済的立場や産業構造のあり方

を正面から見据え、労務管理体制の強化、労働環境改善の促進や、さらに

は、事業の高度化を進めることなどについて、議論を深めていくことが必

要となってこよう。 
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技能実習生の受入れパターン

労働力としての活用の面
があるが、OJTにより、実

習としての効果を持つため、
程度の差こそあれ、結果と
しての技能移転が図られ

ている

送り出し国において、移
転した技能が活用され、
技能移転としての実効性

が図られている

単純労働力としてのみ活
用されていたり、悪質な受
入機関においては、労働

基準法違反や人権侵害等
の事例も見られる

本来の制度趣旨
に即している

制度の趣旨に反
する

結果として、制度
の目的が達成さ
れている・・・

Ａ
タ
イ
プ

送出し国の現地法人
での採用や、海外進
出の足がかりとするな
ど、研修・
実習目的で受入れる
タイプ

Ｂ
タ
イ
プ

Aタイプのような直接
的な研修・実習目的
はないが、実習を行い
つつ、労働力の補完
を行っているタイプ

Ｃ
タ
イ
プ

外国人研修生・技能
実習生を低賃金の単
純労働力として悪用

するタイプ

 

Bタイプの受入れ企業のパターン

一定の水準の賃金で求人を出せば、日
本人を確保できる可能性があるにもか
かわらず、あえて、日本人よりも明らか
に低い賃金で実習生を労働力としても
活用

産業構造上、日本人が望む賃金水準の
求人を出すことができず、日本人が確
保できないため、実習生を低賃金の労
働力としても活用

日本人労働者を確保できているが、補
完的に日本人とほぼ同等の賃金で実
習生も活用

一定の水準の賃金で求人を出していて
も、３K職場等のため、日本人労働者の

確保ができず、ほぼ同等の賃金で実習
生を労働力としても活用

B
1
タ
イ
プ

B
2
タ
イ
プ

B
3
タ
イ
プ

B
4
タ
イ
プ

実習の実効性をより確保する必要が
ある

労働環境・労働条件等の改善の努力
を促す必要がある

同等報酬要件の実効性確保や日本
人の採用を促す必要がある

地域の経済や雇用への貢献の観点、
産業の高度化等の観点から産業の
あり方を検討する必要がある

 

  
おわりに 
 

以上、当研究会におけるこれまでの議論を中間的に取りまとめた。 

研修・技能実習制度は、アジア諸国の若者に我が国の技術・技能を付与

し、これらの国の技術向上に寄与することを目的としており、２１世紀の

国際社会、とりわけ、アジアにおいて指導的地位に立つことが期待される

我が国にとって益々重要な意義を持つ制度として、その発展が期待される。


